
 
 
 

厚生労働省が運営するポータルサイト「治療と仕事の両立支援ナビ」では、事業者の方、労働者（患者）の方、医療

機関の方、支援機関の方にとって役立つ、治療と仕事の両立支援に関する総合的な情報を発信しています。今回は、

事業者の方向けの「両立支援を行うための環境整備（実施前の準備事項）」について、内容を抜粋してご紹介します。 

 

（１）事業者による基本方針等の表明と労働者への周知 

衛生委員会等で調査審議を行った上で、事業者として、治療と仕事の両立支援に取り組むに当たっての基本方針や

具体的な対応方法等の事業場内ルールを作成し、全ての労働者に周知することで、両立支援の必要性や意義を共有

し、治療と仕事の両立を実現しやすい職場風土を醸成すること。 

 

（２）研修等による両立支援に関する意識啓発 

治療と仕事の両立支援を円滑に実施するため、当事者やその同僚となり得る全て

の労働者、管理職に対して、治療と仕事の両立に関する研修等を通じた意識啓発

を行うこと。 

 

（３）相談窓口等の明確化 

治療と仕事の両立支援は、労働安全衛生法に基づく健康診断において把握した場合を除いては、労働者からの申出

を原則とすることから、労働者が安心して相談・申出を行えるよう、相談窓口、申出が行われた場合の当該情報の取

扱い等を明確にすること。 

 

（４）両立支援に関する制度・体制等の整備 

▸ア 休暇制度、勤務制度の整備 

治療と仕事の両立支援においては、短時間の治療が定期的に繰り返される場合、就業時間に一定の制限が必要な場

合、通勤による負担軽減のために出勤時間をずらす必要がある場合などがあることから、時差出勤、時間単位の有

給、テレワークといった休暇制度、勤務制度について、各事業場の実情に応じて検討、導入し、治療のための配慮を

行うことが望ましいこと。 

 

▸イ 労働者から支援を求める申出があった場合の対応手順、関係者の役割の整理 

労働者から支援を求める申出があった場合に円滑な対応ができるよう、労働者本人、人事労務担当者、上司・同僚

等、産業医や保健師、看護師等の産業保健スタッフ等の関係者の役割と対応手順をあらかじめ整理しておくことが

望ましいこと。 

 

▸ウ 関係者間の円滑な情報共有のための仕組みづくり 

治療と仕事の両立のためには、労働者本人を中心に、人事労務担当者、上司・同僚等、産業医や保健師、看護師等の

産業保健スタッフ、主治医等が、本人の同意を得た上で支援のために必要な情報を共有し、連携することが重要で

ある。 

 

特に、就業継続の可否、必要な就業上の措置及び治療に対する配慮に関しては、治療の状況や心身の状態、就業の状

況等を踏まえて主治医や産業医等の医師の意見を求め、その意見に基づいて対応を行う必要がある。このため、医

師に労働者の就業状況等に関する情報を適切に提供するための様式や、就業継続の可否、必要な就業上の措置及び

治療に対する配慮について医師の意見を求めるための様式を定めておくことが望ましいこと。 

 

▸エ 両立支援に関する制度や体制の実効性の確保 

治療と仕事の両立支援のための制度や体制を機能させるためには、日頃から全ての労働者に対して、制度、相談窓

口の周知を行うとともに、管理職に対して、労働者からの申出、相談を受けた際の対応方法や、支援制度・体制につ

いて研修等を行うことが望ましいこと。 

 

【労務】治療と仕事の両立支援を行うための環境整備 

 



▸オ 労使等の協力 

治療と仕事の両立に関して、制度・体制の整備等の環境整備に向けた検討を行う際には、衛生委員会等で調査審議

するなど、労使や産業保健スタッフが連携し、取り組むことが重要であること。 

 

 

参照ホームページ ［ 厚生労働省 ］ 

https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/formanagers/ 
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